27年度事業計画書

　　　　　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
（法人成立の日から平成２８年３月３１日まで：設立初年度のみ）
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１　事業実施の方針
　本法人の設立初年度である本年度は、地域に根差した訪問介護事業、小規模施設における通所介護事業、配食サービス事業、配食や洗濯掃除など高齢者、障害者の日常生活を支援する事業をスタートします。また、高齢者シェアハウス９戸をつくり運営して行きます。
　高齢者や障害者への雇用支援のために福祉介護に係る教育研修会を開催するほか、機関誌を中心とした広報活動を行います。
　次年度には、事業所内保育所をつくり、老若男女が協力して働ける環境づくりに取り組んで行きます。

２　事業の実施に関する事項
　　(1)　特定非営利活動に係る事業
	
定款の
事業名
	
事　業　内  容
	
実施
日時
	
実施
場所
	
従事者の人数
	
受益対象者の　
範囲及び人数
	
事業費の予算額
（千円）

	①介護保険法に基づく訪問介護事業　　　　　　　
	利用者の自宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活支援を行います。

	通年

	名護市
	5名
	名護市在住の高齢者の方
15名から30名
	7,144

	②介護保険法に基づく通所介護事業

	小規模事業所において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活支援を行います。

	平成27年10月1日から
	名護市伊差川1056番地
	4名

	名護市在住の高齢者の方
９名

	5,393


	③高齢者、障害者及びその家族の日常生活支援事業
	高齢者や障害者世帯の洗濯、掃除、リネン交換などの日常生活支援を行います。この支援は介護保険対象外の支援となります。
	平成27年10月1日から
	名護市

	5名

	名護市の高齢者、障害者世帯の方
15名から50名

	11,977


	④配食サービス事業


	高齢者の居宅や介護事業所へ配食を行います。
	平成27年10月1日から
	名護市
	7名
	名護市の高齢者、障害者世帯の方
15名から50名
	15,073

	⑤一般乗用旅客自動車運送事業

	介護事業所への通所が困難な方のために、送迎サービスを行います。
	通年
	名護市
	1名
	名護市在住のの高齢者、障害者の方
不特定多数
	322

	⑥高齢者シェアハウス事業
	高齢者シェアハウスの建設運営します。シェアハウスにおいては、一日一度の安否確認などの見守りサービスのほか、年４回程度入居者間の交流を深めるためのイベントを開催します。
	平成27年10月1日から
	名護市伊差川1056番地
	2名
	沖縄県北部地域の高齢者の方
9名
	1,835

	⑦高齢者や障害者の雇用支援事業
	高齢者、障害者に対して福祉介護に係る教育研修（資格試験取得支援を含む）を行います。
	平成27年10月1日から
	名護市
	1名
	沖縄県北部地域の方
不特定多数
	283

	⑧子育て支援事業
	本年度は実施しません。
	
	
	
	
	0

	⑨機関誌発行などの情報提供事業
	定期機関誌を発行します。ＨＰの立ち上げます。また、健康維持や介護に役立つセミナーを開催します。


	通年
	名護市
	１名
	沖縄県北部地域の方
不特定多数
	282



